
No. 業　者　名 所　在　地 期　間 理　由

17

アルフレッサ(株)
姫路支店

兵庫県姫路市
町坪462番地1

令和5年3月28日から
令和5年5月27日まで
(2か月間)

独立行政法人国立病院機構が発注す
る医薬品の入札において、独占禁止法
に違反したとして、令和５年３月24日に
公正取引委員会から排除措置命令及
び課徴金納付命令を受けたため。
(指名停止基準　第５条第３項及び別表
第２の２(３)適用）

16

(株)邦翔 兵庫県宍粟市
一宮町福知
1204番地1

令和5年3月21日から
令和5年9月20日まで
(6か月間)

令和5年度入札参加資格審査申請にお
いて、当該有資格者が、資格要件を満
たしていないのに虚偽の申請をしたた
め。
(指名停止基準　別表第１の１適用)

15

水道機工(株)
大阪支店

大阪府吹田市
江坂町一丁目
23番26号

令和5年3月7日から
令和5年6月6日まで
(3か月間)

国土交通省関東地方整備局から、建業
法第28条第３項の規定に基づく営業停
止処分を受けたため。
(指名停止基準　別表第２の６(２)ウ適用)

14

(株)水機テクノス
大阪営業所

大阪府吹田市
江坂町一丁目
23番5号

令和5年3月7日から
令和5年6月6日まで
(3か月間)

国土交通省関東地方整備局から、建業
法第28条第３項の規定に基づく営業停
止処分を受けたため。
(指名停止基準　別表第２の６(２)ウ適用)

13

藤澤工業(株) 兵庫県神崎郡
福崎町西田原
1946番地1

令和5年2月18日から
令和6年2月17日まで
(12か月間)

兵庫県加東市が発注した公共工事にお
いて、当該有資格者の代表取締役が、
公契約関係競売入札妨害容疑で逮捕
されたため。
(指名停止基準　別表第２の３(２)適用)

12

五洋建設(株)
神戸営業所

兵庫県神戸市
中央区浜辺通4
丁目1番11号

令和5年2月7日から
令和5年3月6日まで
(１か月間)

当該業者の社員が、「新名神高速道路
大津ジャンクション東工事」において、
作業員が令和３年７月９日に高所作業
車から転落し負傷したことについて、所
轄の大津労働基準監督署長に遅滞なく
報告すべきところ、令和３年８月１９日に
至るまで報告しなかったとして労働安全
衛生法違反により、令和４年１２月２２日
付で罰金刑の略式命令を受けその刑が
確定したため。
(指名停止基準　別表第２の７(４)ウ適用)

11

(株)ニチイ学館 東京都千代田
区神田駿河台2
の9

令和4年11月5日から
令和5年1月4日まで
(２か月間)

愛知県及び岐阜県に所在する病院発
注の特定医事業務の入札等において、
独占禁止法に違反したとして、令和４年
10月17日に公正取引委員会から排除
措置命令及び課徴金納付命令を受け
たため。
(指名停止基準　第５条第３項及び別表
第２の２(３)適用）

令和４年度建設工事等に係る
指名停止措置状況一覧

（破産宣告・金融機関取引停止等による資格停止を除く）
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10

パシフィックコンサルタン
ツ(株)
神戸事務所

兵庫県神戸市
中央区明石町
48番地

令和４年10月21日から
令和４年12月19日まで
(60日間)

指名停止の業種：土木
関係建設コンサルタント
（18部門）

富山市の官製談合を巡る訴訟でパシ
フィックコンサルタンツ(株)の元社員の有
罪判決が確定し、建設コンサルタント登
録規程第１１条第２号に該当すると認め
られたため。
(指名停止基準別表２の８(６)適用)

9

(株)大塚商会
神戸支店

兵庫県神戸市
中央区磯上通
8-3-5

令和4年10月13日から
令和4年12月12日まで
（2か月間）

広島市が発注する特定コンピュータ機
器等の入札において、独占禁止法に違
反したとして、令和４年10月６日に公正
取引委員会から排除措置命令及び課
徴金納付命令を受けたため。
(指名停止基準　第５条第３項及び別第
表２の２(３)適用)

8

西日本電信電話(株)
兵庫支店

兵庫県神戸市
中央区海岸通
11番

令和4年10月13日から
令和4年12月12日まで
（2か月間）

広島市が発注する特定コンピュータ機
器等の入札において、独占禁止法に違
反したとして、令和４年10月６日に公正
取引委員会から排除措置命令を受けた
ため。
(指名停止基準　第５条第３項及び別表
第２の２(３)適用)

7

Dynabook(株)
西日本支社

兵庫県尼崎市
猪名寺三丁目2
番10号

令和4年10月13日から
令和5年2月12日まで
（４か月間）

広島市が発注する特定コンピュータ機
器の入札において、独占禁止法に違反
したとして、令和４年10月６日に公正取
引委員会から排除措置命令を受けたた
め。
(指名停止基準　別表第２の２(３)適用）

6

中外テクノス(株)
関西技術センター

兵庫県神戸市
西区井吹台東
町7丁目3-7

令和4年10月13日から
令和5年2月12日まで
（４か月間）

広島市が発注する特定コンピュータ機
器の入札において、独占禁止法に違反
したとして、令和４年10月６日に公正取
引委員会から排除措置命令及び課徴
金納付命令を受けたため。
(指名停止基準　別表２の２(３)適用）

5

(株)弘洋コンサルタンツ
神戸支店

兵庫県神戸市
灘区灘北通7丁
目4-15

令和4年8月6日から
令和4年11月5日まで
（３か月間）

宍粟市橋梁修繕実施設計業務に関し、
落札決定したにもかかわらず、正当な理
由なく契約締結を辞退したため。
(指名停止基準　別表第２の７(６)適用）

4

(株)淺沼組
神戸支店

兵庫県神戸市
中央区八幡通3
丁目１番14号

令和4年8月2日から
令和5年2月1日まで
（６か月間）

千葉県市川市発注の工事において、当
該有資格者の社員が公契約関係競売
入札妨害容疑で逮捕されたため。
(指名停止基準別表第２の３(３)適用)

3

昭和自動車(株) 宍粟市山崎町
下広瀬8番地

令和４年7月21日から
令和４年10月20日まで
（３か月間）

加圧装置付給水車購入事業に関し、落
札決定したにもかかわらず、 正当な理
由なく契約締結を辞退したため。
(指名停止基準　別表第２の７(６)適用）

2

(株)錢高組
神戸支店

神戸市中央区
北長狭通４丁目
９-26

令和４年６月10日から
令和４年12月９日まで
（６か月間）

防衛省近畿中部防衛局発注の「岐阜
（２）評価施設新設建築その他工事」に
おいて、当該有資格者の社員が公契約
関係競売入札妨害及び官製談合防止
法違反の容疑で起訴されたため。
(指名停止基準別表第２の３(３)適用)
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1

JFEエンジニアリング(株)
大阪支店

大阪府大阪市
淀川区宮原一
丁目1番1号

令和４年４月１日から
令和４年８月15日まで
(４か月15日)

沖縄県竹富町発注の水道施設整備事
業において、当該有資格者の社員が公
契約関係競売入札妨害容疑で逮捕さ
れたため。
(指名停止基準別表第２の３(３)適用)
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